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６
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
の

特
定
健
診
が
始
ま
り
ま
す

５
月
５
日
か
ら
１
週
間
は

「
児
童
福
祉
週
間
」で
す

一
日
年
金
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

長
浜
保
健
所
相
談
事
業
の
お
知
ら
せ

問 

保
険
医
療
課（
☎
６
５
ー
６
５
１
２
）

健
康
推
進
課（
☎
６
５
ー
７
７
５
９
）

問 

子
育
て
支
援
課
　
家
庭
児
童
相
談
室

（
☎
６
５
ー
６
５
４
４
）

問 

彦
根
年
金
事
務
所
　
お
客
様
相
談
室

（
☎
０
７
４
９
ー
２
３
ー
１
１
１
６
）

問 

長
浜
保
健
所
地
域
保
健
福
祉
係

（
☎
６
５
ー
６
６
１
０
）

年
に
一
度
は
必
ず
特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）特
定
健
診
は
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で

の
人
が
対
象
で
、
糖
尿
病
や
高
脂
血
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病

を
早
期
発
見
で
き
ま
す
。

　
６
月
か
ら
、
市
の
総
合
健
診
会
場
と
指
定
医
療
機
関
で
特

定
健
診
が
始
ま
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
５
月
下
旬
に
受
診
券

を
お
送
り
し
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
の
市
国
保
の
特
定
健
診
受
診
率
は
34
・
２
％

で
、
平
成
28
年
度
の
31
・
６
％
か
ら
上
昇
し
た
も
の
の
、
県

内
最
下
位
で
し
た
。
受
診
率
が
上
が
る
と
県
か
ら
の
交
付
金

が
増
え
、
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を
抑
え
る
な
ど
安
定
的
な

国
保
運
営
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ご
自
身
の
健
康
状
態
の
把
握
は
も
ち
ろ
ん
、
安
定
的
な
国

保
運
営
の
た
め
に
も
ぜ
ひ
特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
職
場
で
健
診
を
受
け
て
い
る
人
、
通
院
治
療
中
の

人
、
０
次
健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
と
い
う
人
も
、
特

定
健
診
を
受
け
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
診
券
と

と
も
に
お
送
り
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

毎
年
受
け
る
と
受
診
費
用
無
料
！

　
特
定
健
診
は
本
来
約
８
，
０
０
０
円
の
費
用
が
か
か
り
ま

す
が
、
市
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
は
１
，
０
０
０
円
で
受

け
ら
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
特
定
健
診
を
毎
年
続
け
て
受
け
て
い
る
人
は
今

年
度
か
ら
、
受
診
費
用
が
無
料
に
な
り
ま
す
。
お
得
な
制
度

を
利
用
し
て
、
健
康
を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。

「
児
童
福
祉
週
間
」
標
語

　「
そ
の
気き

も持
ち
　
誰だ

れ

か
を
笑え

が

お顔
に
　
さ
せ
る
種た

ね

」

　
国
で
は
、
子
ど
も
や
家
庭
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に

つ
い
て
国
民
全
体
で
考
え
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
５
月
５

日
の
「
こ
ど
も
の
日
」
か
ら
１
週
間
を
「
児
童
福
祉
週
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
家
庭
で
の
親
子
の
ふ
れ
あ
い
や
地
域
で
の

子
ど
も
の
健
全
育
成
、
児
童
虐
待
問
題
や
子
ど
も
の
権
利
に

つ
い
て
、
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
と
　
き
】
５
月
16
日（
木
）
10
時
〜
16
時

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
本
庁
舎
５
階
　
５
―
Ｃ
会
議
室

【
申
込
み
】 

１
週
間
前
ま
で
に
、
左
記
の
予
約
専
用
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

予
約
専
用
電
話

　
彦
根
年
金
事
務
所

　
☎
０
７
４
９
―
２
３
―
５
４
８
９

　（
平
日
の
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

　
※
予
約
専
用
電
話
で
は
、
予
約
の
み
受
付
し
ま
す
。

①
精
神
保
健
福
祉
相
談

　
専
門
の
医
師
や
保
健
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
対
象
】

　
こ
こ
ろ
に
問
題
を
抱
え
る
本
人
や
そ
の
家
族

②
ア
ル
コ
ー
ル
相
談

　
専
門
の
医
師
や
保
健
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
対
象
】

　
ア
ル
コ
ー
ル（
酒
）に
問
題
を
抱
え
る
本
人
や
そ
の
家
族

③
ひ
き
こ
も
り
相
談

　 

　
保
健
師
に
よ
る
事
前
面
接
後
、
必
要
に
応
じ
て
心
理
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
対
象
】

　 

　
お
お
む
ね
高
校
生
以
上
で
、
対
人
関
係
や
社
会
か
ら
ひ

き
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
悩
ん
で
い
る
本
人

や
そ
の
家
族
。

①
②
③
共
通

【
と
　
き
】
原
則
、
月
１
回

【
と
こ
ろ
】
長
浜
保
健
所（
平
方
町
）

【
申
込
み
】
予
約
制
で
す
。
事
前
に
電
話
で
ご
相
談
く
だ
い
。

　
　
　

５
月
31
日
は「
世
界
禁
煙
デ
ー
」

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
は

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い

問 

健
康
企
画
課（
☎
６
５
ー
７
７
７
９
）

問 

防
災
危
機
管
理
局（
☎
６
５
ー
６
５
５
５
）

問 

情
報
政
策
課（
☎
６
５
ー
６
５
４
２
）

問 

税
務
課（
☎
６
５
ー
６
５
０
８
）

　
市
で
は
、
喫
煙
率
が
県
平
均
よ
り
も
高
く
、
喫
煙
が
発
症

リ
ス
ク
と
な
る
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
、
肺
が
ん
、
急
性
心
筋

梗
塞
の
死
亡
率
が
全
国
平
均
に
比
べ
高
い
状
態
で
す
。
ま
た
、

妊
娠
・
育
児
期
間
中
の
父
親
の
喫
煙
率
は
約
４
割
と
い
う
状

況
で
す
。

　
タ
バ
コ
の
先
か
ら
出
る
煙
は
、
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
る
本

人
が
、
直
接
吸
い
込
む
煙
よ
り
も
高
い
濃
度
の
有
害
物
質
を

含
ん
で
お
り
、
周
囲
の
人
は
自
分
の
意
思
と
関
係
な
く
、
タ

バ
コ
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す（
受
動

喫
煙
）。

　
タ
バ
コ
の
煙
に
よ
る
臭
い
と
発
が
ん
性
物
質
は
最
低
で
も

７
ｍ
先
ま
で
届
き
、
喫
煙
者
の
息
に
は
喫
煙
後
45
分
間
有
害

物
質
が
含
ま
れ
る
と
い
う
研
究
結
果
も
あ
り
ま
す
。

　
健
康
増
進
法
改
正
に
伴
い
、
日
常
生
活
の
中
で
喫
煙
を
す

る
際
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
、
周
囲
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
喫
煙
者
も
周
囲
の
家
族
も
、
タ
バ
コ
に
よ
る
健
康
へ
の
影

響
や
煙
の
特
性
に
つ
い
て
正
し
く
知
り
、
妊
婦
や
乳
幼
児
な

ど
大
切
な
人
を
タ
バ
コ
の
煙
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

　
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
る
人
は

自
分
自
身
や
、
大
切
な
人
の
健
康

を
守
る
た
め
に
禁
煙
に
挑
戦
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
市
で
は
禁
煙

相
談
や
禁
煙
外
来
の
紹
介
な
ど
、

市
民
の
禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、
次
の
と
お
り

情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。
こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た
全
国
的
な
訓
練
で
、

長
浜
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
）と
連
動

し
て
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

　
　

【
訓
練
日
時
】

　
５
月
15
日（
水
）　
午
前
11
時

　
６
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一
斉
に
工
業
統
計
調
査
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
工
業
統
計
調
査
は
、
我
が
国
の
工
業
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
重
要
な
調
査
で
、
調
査

結
果
は
中
小
企
業
施
策
や
地
域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
の
対
象
は
、
従
業
者
４
人
以
上
の
す
べ
て
の
製
造
事

業
所
で
す
。
対
象
と
な
る
事
業
所
へ
調
査
員
が
調
査
票
を
配

布
し
ま
す
の
で
、
回
答
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
調
査
は
統
計
法
に
基
づ
く
基
幹
統
計
調
査
で
、

調
査
結
果
を
統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
固
く
禁

じ
ら
れ
て
お
り
、
税
金
の
徴
収
等
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
軽
自
動
車
の
車
検
を
受
け
る
際
に
は
「
軽
自
動
車
税
納
税

証
明
書
」
が
必
要
で
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
納
付
書
で
軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
る
人

　
領
収
書
の
右
側
に
あ
る
車
検
用
納
税
証
明
書
を
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
等
で
納
め
ら
れ
た
際
は
、
領
収
書
と
納
税
証
明

書
の
両
方
に
領
収
日
付
印
を
押
印
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
紛
失
等
に
よ
り
窓
口
で
納
税
証
明
書
の
発
行
を
希

望
す
る
場
合
は
、
納
付
後
１
か
月
程
度
は
納
付
確
認
の
た
め
、

領
収
書
原
本
の
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
口
座
振
替
で
軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
る
人

　
６
月
中
旬
に
車
検
用
納
税
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
窓
口
で
納
税
証
明
書
を
申
請
す
る
場
合
は
、
６
月
３
日

（
月
）〜
５
日（
水
）の
間
は
令
和
元
年
度（
平
成
31
年
度
）の
納

付
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
前
年
度
の
納
税
証
明
書
を
発
行

し
ま
す（
平
成
30
年
度
車
検
用
納
税
証
明
書
は
有
効
期
限
が

平
成
31
年
５
月
30
日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
車
検
に
は
令
和

元
年
６
月
20
日
ま
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。）

禁煙男爵
長浜市健康づくり
推進キャラクター
「むびょうたん＋1」


